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安全・安心で豊かな社会づくり

自然災害対策
［地震災害対策］
日本は、大規模地震が、いつ、どこでも発生し得る地震大国です。このため、住宅や建築物の耐震・安全性

の向上、密集市街地の整備・改善、防災公園の確保、災害時にも機能する交通・情報通信ネットワークの整備、

インフラの耐震化、防災拠点官庁施設の整備や災害対策研究などを進めています。

［水害対策］
日本は豪雨が頻発し、都市の大部分が洪水時の河川水位より低いなど水害が起きやすい国土条件にあります。

近年、地球温暖化に伴う気候変動の影響による豪雨の増加・激化、海面上昇など災害リスク増大への対応が

ますます重要となっていることから、堤防やダムなどの整備、都市水害対策を進め、災害予防と再発防止対策

を実施し、あわせて輪中堤の整備など被害を最小化する対策を行っています。

［土砂災害対策］
豪雨や地震などにより毎年約１，０００件もの土砂災害が発生し多数の方が亡くなられています。このため、

人家や避難場所などを被害から守る砂防えん堤などの整備や安全避難のための警戒情報の提供、警戒区域の指

定による安全な土地利用、火山災害対策を進めています。

［津波・高潮災害対策、雪害対策］
地震による大規模な津波の発生が懸念され、台風や大型低気圧に起因する高潮・高波による被災も深刻化し

ているため、総合的な津波・高潮対策を推進しています。

また、冬期の安定した道路交通を確保するために、除雪・防雪・凍雪害防止事業などの雪害対策を進めると

ともに、高齢者世帯の雪処理支援体制の整備を進めます。

［防災力の向上と危機管理体制の強化］
ハザードマップの整備や防災情報の充実により、円滑で迅速な避難、災害に強い土地利用を支援しています。

また、迅速な災害復旧や災害時の業務継続への取組み、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の創設な

ど、危機管理体制の強化に取り組んでいます。

２－１．国土交通省の安全・安心施策の概要
安全・安心まちづくり施策の現状と課題

－１５－



いきいきとした暮らしの実現

［バリアフリー化の実現］
バリアフリー化を進めるため、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方

に基づき、ハード・ソフト両面の対策を進めています。

例えば、公共交通機関では、鉄道駅のエレベーター設置、ノンステップバスの導入などを進めているほか、歩道や建

物などのバリアフリー化にも取り組んでいます。

居住環境ではバリアフリー住宅の取得や改良に対する支援、住宅ユニバーサルデザイン化の促進などを行っています。

このほか、「心のバリアフリー」を推進するための普及・啓発も進めています。

［少子・高齢化社会への対応］
少子化対策では、新婚・子育て世帯の住宅確保の支援、保育サービスの充実、子供がのびのびと安全に成長できる環

境づくり（通学路整備、公園の遊具の安全確保）に取り組んでいます。

高齢者に対しては、高齢者向け優良賃貸住宅を認定し、安心して暮らせる住環境づくりに努めています。また、福祉

タクシーやＮＰＯなどによる有償の輸送サービスの提供も進めています。

世界一安全な交通を目指して

［交通分野における安全対策］
陸上交通では、鉄道交通における踏切事故防止対策や自動列車停止装置（ＡＴＳ）の整備を進めています。道路交通

では交差点改良、歩道整備などの事故抑制対策や橋梁の予防保全などを実施しています。

（国土交通省パンフレットより抜粋）
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安全な市街地の整備

密集市街地等の防災性の強化

大規模盛土造成地の耐震の強化

避難地の整備

避難路等の整備

防災拠点の整備

共同溝・電線共同溝の整備

下水道の地震対策

雪に強いみちづくり

雪に強い公園づくり

下水道による積雪対策

防犯の視点を取り入れた施設整備

防犯パトロール等のソフト対策

公園施設の安全確保

踏切対策、歩行者空間の整備等

公的空間のバリアフリー化

災害に強い都市
構造の形成

根幹的な公共
施設の整備

宅地耐震化
の推進

ライフラインの
信頼性の向上

都市浸水対策の推進

積雪・堆積を
考慮した都市
施設の整備

各種犯罪発生
の予防

施設の安全対策

バリアフリー化

震災に強い
まちづくり

災害に強い災害に強い

まちづくりまちづくり

災害復旧・復興災害復旧・復興

都市災害復旧、降灰除去、

特殊地下壕対策

雪に強い
まちづくり

水害に強い
まちづくり

日常の安全・日常の安全・

安心の確保安心の確保

防犯

まちづくり

事故防止

バリアフリーのまちづ
くり

復興まちづくり支援

防災集団移転

速やかな
災害復旧

被災地の
復興

安全・安心のテーマ 対応策

２－２．都市・地域整備局における安全・安心まちづくりの概要
安全・安心まちづくり施策の現状と課題

都市における浸水対策

下水道管路の長寿命化による道路陥没対策

雨水貯留浸透など流域における対策
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密集市街地の解消

密集市街地の整備目標を達成するためには、市街地内部についても積極
的な改善を図り、対策のスピードアップを図ることが不可欠。都市再生プロジェクト（平成１３年）における目標：

重点的に改善すべき密集市街地（約８,０００ha）について、平成２３年
度迄に最低限の安全性を確保。

都
市
計
画
道
路
整
備
に
併
せ
各
種
事

業
の
総
力
を
結
集
し
防
災
環
境
軸
の

整
備
を
促
進

密集市街地緊急リノベーション事業

地 震 対 策（１）
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H13末 H17末 H23末

28.8%

100%

進捗状況

更なる加速が必要

現状のトレンド

目標達成のトレンド



密集市街地対策を推進する各種事業

延焼遮断帯イメージ図

不燃化の促進

避難路の整備

環境防災軸

延焼遮断帯イメージ図

不燃化の促進

避難路の整備

環境防災軸

［整備後］［整備前］

建替えに合わせた基盤整備及び街区の再編

～土地区画整理事業～

［末広南地区（大阪府門真市）］

防災環境軸の核となる都市計画道路の整備

～街路事業～

老朽家屋が密集した地域の防災性の向上

～第一種市街地再開発事業～

［三軒茶屋・太子堂四丁目地区（東京都）］

建築物の不燃化及び細街路整備

～都市防災総合推進事業～

［重点密集市街地］

［防災機能の概成］ ［防災環境軸の核となる都市計画道路の完成］

［整備前］ ［整備後］
［整備前］ ［整備後］

建築物の不燃化

細街路整備

地 震 対 策（２）

－１９－



下水道が担うべき機能を、発災から復旧ま
での間、確保することを目的とした事業継
続計画（BCP）の策定

事業継続計画（BCP）のイメージ

①許容される期間
内に機能を復旧さ
せる

②許容限界以上
のレベルで機能を
継続させる

災害発生

機
能

事前 事後

復 旧

目 標
許容限界

100%

現状の予想復旧曲線
ＢＣＰ実践後の予想復旧曲線

時間軸

下水道が担うべき機能を、発災から復旧ま
での間、確保することを目的とした事業継
続計画（BCP）の策定

事業継続計画（BCP）のイメージ

①許容される期間
内に機能を復旧さ
せる

②許容限界以上
のレベルで機能を
継続させる

災害発生

機
能

事前 事後

復 旧

目 標
許容限界

100%

現状の予想復旧曲線
ＢＣＰ実践後の予想復旧曲線

時間軸

下水道が担うべき機能を、発災から復旧ま
での間、確保することを目的とした事業継
続計画（BCP）の策定

事業継続計画（BCP）のイメージ

①許容される期間
内に機能を復旧さ
せる

②許容限界以上
のレベルで機能を
継続させる

災害発生

機
能

事前 事後

復 旧

目 標
許容限界

100%

現状の予想復旧曲線
ＢＣＰ実践後の予想復旧曲線

時間軸

①許容される期間
内に機能を復旧さ
せる

②許容限界以上
のレベルで機能を
継続させる

災害発生

機
能

事前 事後

復 旧

目 標
許容限界

100%

現状の予想復旧曲線
ＢＣＰ実践後の予想復旧曲線

時間軸

総合的な地震対策のイメージ

消毒施設など水処
理施設の耐震化

耐震性貯水槽の設置

管きょの耐震化
防災拠点と処理場を接続する
管きょや緊急輸送路等下の
管きょなどの重要管きょ等

マンホールに直接
接続する仮設トイレ

処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょ

処理場の防災拠点化
・処理水の防火用水利用
・処理場上部を避難場所
として使用

被災を想定した上での仮設池・可
搬式ポンプ等による応急対策

防災対策 減災対策

消毒施設など水処
理施設の耐震化

耐震性貯水槽の設置

管きょの耐震化
防災拠点と処理場を接続する
管きょや緊急輸送路等下の
管きょなどの重要管きょ等

マンホールに直接
接続する仮設トイレ

処理場間をつなぐ
ネットワーク管きょ

処理場の防災拠点化
・処理水の防火用水利用
・処理場上部を避難場所
として使用

被災を想定した上での仮設池・可
搬式ポンプ等による応急対策

防災対策 減災対策

下水道地震対策緊急整備事業（平成18年度創設）

防災公園の整備

広域避難地等となる防災公園の整備により、都市の防災機能の向上を図り、
安全でゆとりある生活を確保。

平成１４年度 ９％ 平成１９年度 約２５％（速報値）
防災機能を備えるｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽが一カ所以上確保された割合

防災公園の整備イメージ

施設の耐震化を図る「防災」と被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み
合わせて、総合的な地震対策を推進。

地 震 対 策（３）

宅地の耐震化

大規模盛土の被害を軽減するため、変動予測調査（宅地ハザードマップ作成）を

行い住民への情報提供等を図るとともに、滑動崩落防止工事の実施により

耐震性を向上 。

地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土造成地が存在
する地方公共団体は全国で１２５と推定

変動予測調査等を実施している地方公共団体は、２２自治体 （平成２０年現在）

①現地形
データの収集

②旧地形データ
の収集

③谷地形の把握

箇所が大規模盛
土造成地の範囲④重ね合わせ作業

【宅地ハザードマップ作成イメージ】

下水道の地震対策

阪神・淡路大震災において宅地の滑動崩落が発生（Ｈ７．１）－２０－



下水道総合浸水対策緊急事業（平成18年度創設）

都市における浸水対策

浸水防止に取り組む必要性が高い地区において、ハード対策に加え、ソフト対
策の強化や自助による取組も盛り込んだ「下水道総合浸水対策緊急計画」を
地域住民等とともに策定し、下水道の浸水対策を緊急かつ重点的に推進

平成１４年度 51％ 平成１９年度 54％

下水道による都市浸水対策達成率

ハード整備
（貯留管）
ハード整備
（貯留管）

ハード

自 助

ソフト

ソフト対策
幹線水位情報（電光掲示板）

ソフト対策
幹線水位情報（電光掲示板）

自助
雨水流入防止（止水板）

自助
雨水流入防止（止水板）

校庭貯留（表面）

空隙貯留（砕石）

駐車場貯留

調整池
多目的貯留

各戸貯留・浸透

屋上貯留

棟間貯留

公園貯留（表面）

地下貯留

多自然型調整池

透水性インターロッキング
ブロック舗装

透水性舗装
（生活道路）

透水性側溝

浸透性雨水ます

緑地・裸地の確保

透水性
平板舗装

透水性
植栽ます

道路
浸透ます

浸透トレンチ

貯留管

公園

学校

道路

官庁施設

各戸

民間

下水道

校庭貯留（表面）

空隙貯留（砕石）

駐車場貯留

調整池
多目的貯留

各戸貯留・浸透

屋上貯留

棟間貯留

公園貯留（表面）

地下貯留

多自然型調整池

透水性インターロッキング
ブロック舗装

透水性舗装
（生活道路）

透水性側溝

浸透性雨水ます

緑地・裸地の確保

透水性
平板舗装

透水性
植栽ます

道路
浸透ます

浸透トレンチ

貯留管

公園

学校

道路

官庁施設

各戸

民間

下水道

雨に強い都市づくり支援事業のイメージ

各戸浸透施設

下水道総合浸水対策緊急事業のイメージ

総合的な対策とともに、地域における
関係主体が一体となって、「雨に強い
都市づくり」を実現するため、「雨に強
い都市づくり計画」を策定し、雨水の流
出抑制や民間による被害軽減対策を
計画的に推進

雨に強い都市づくり支援事業（平成20年度創設）

洪水対策（河川局）

水 害 対 策

堤防等整備やダム等洪水調整施設の整備、砂防えん堤等の整備を推進し、
氾濫域における治水安全度を向上。

平成１４年度 ５８％ 平成１９年度 約６２％

洪水による氾濫から守られる区域の割合

●堤防等の整備

砂防えん堤等の
整備

堤防等の整備

治水対策の概念図 ●洪水調節施設の整備（ダム）

効果の早期発現を目指して、本
体工事中のダム等への重点投資
を行っている

●洪水調節施設の
整備（多目的遊水地）

ダム整備

＜５つの適応策＞ ２．地域づくりと一体となった適応策
経済的な効率性や利便性などに加えて、エネルギーの効率性や都市内の環境、水災害
のリスクの軽減を考慮した地域づくりを進め、「水災害適応型社会」を構築していくことが重
要である。
・土地利用の規制・誘導と一体となった治水対策の推進／まちづくりの新たな展開／住ま
い方の工夫／自然エネルギーの再生

水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（平成20年6月社会資本整備審議会答申）

「下水道総合浸水対策緊急事業」の地区要件に該当する
地区→ 140地区のうち75地区で計画策定(H20.8末時点)

浸水・氾濫の危険性が増大

激化する水害等から全てを完全に防御することは困難

計画の目標流量に対し河川で安全を確保する治水政策で対
処することに加え、増加する外力に対し、流域における対策
で安全を確保する治水政策を重層的に実施 －２１－



地域のボランティアによる
高齢者宅の雪処理

・平成19年12月の「自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すた

めに早急に取り組むべき施策」において、過去１０年の

自然災害の中で、雪害による犠牲者(434人)が風水害に

次いで２番目に多いことが明らかになった。

・平成20年4月にとりまとめられた「自然災害の「犠牲者

ゼロ」を目指すための総合プラン」において、自助・共助

を促進する「連携プラン」の一つとして「地域の助け合い

で除雪できる体制の整備」が位置付け。

【平成20年度の取り組み】

・「市町村雪対策計画の策定マニュアル」及び「共助による安

全・効率的な雪処理方策マニュアル」の策定、普及啓蒙

・内閣府との共同による「雪害による犠牲者発生の要因等総

合調査」の実施

【目標】

平成21年度までに特別豪雪地帯の７割の市町村、平成24年

度を目途に全ての202市町村について克雪体制の整備

雪 害 対 策

下水道による積雪対策事業を新世代下水道支援事業制度において明確化することにより、

下水道による積雪対策の積極的な推進を図り、地域の積雪対策に貢献するとともに、安

全・安心な地域づくりを推進

下水道による積雪対策

下水処理水の消融雪用水への活用

雨水調整池等の融雪槽としての活用

雨水の排水路を利用した流雪水路等の整備

積雪対策のための下水熱の利用施設整備

比較的高温の下水処理水を消融雪用水として有効活用するため、処理水供給施設を
整備

雨水調整池等と効用を兼ねた融雪槽の整備

下水道の雨水排水路を流雪水路等として活用するため、投雪口等を整備

下水熱を積雪対策に活用するため、下水及び下水処理水の熱の利用施設を整備

処理水を活用 雨水排水路の活用

雪に強い道づくり

雪に強い公園づくり

積雪堆雪に配慮
した体系的な都
市内の道路整備

冬季においても地域住民
の避難所や防災活動の拠
点として機能する屋内運
動施設等を備えた都市公
園等の整備を推進

冬季の地震災害時、
豪雪災害時に対応し
た公園整備

克雪体制整備の推進

円滑な除排雪が可能とな
るように道路整備に併せ
て消雪パイプ、流雪溝等
の消溶雪の整備を推進
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防犯まちづくり

「まちづくり交付金」による防犯まちづくりの取り組み事例
防犯パトロールの試行、防犯カメラ設置補助を行うことにより、楽しくゆったりと安心
して歩くことができる街を整備 【町田駅周辺地区（東京都町田市）】

日常の安全・安心の確保（１）

立体横断 橋の設置

の

立体交差事業

道路の立体化

（既存踏切道の除却）

（既存踏切道の除却）

連続立体交差事業 道路の立体化

立体横断歩道橋

歩道拡幅

「開かずの踏切」等による交通渋滞や踏切事故の解消等を図るため、連続
立体交差事業等により踏切除却を行う抜本対策と歩道拡幅等により安全性
の向上を図る速効対策を緊急かつ重点的に推進。

踏切対策のスピードアップ

○東京23区の踏切数は、海外の主要都市と比べて非常に多く、パリの約50倍
○開かずの踏切は全国に約600箇所、自動車・歩行者ボトルネック踏切は全国に約800
箇所存在し、電車の運行本数が多い時間帯において、長時間踏切が遮断
【抜本対策】
抜本対策踏切約1,400箇所に対して、平成18年度からは２倍を上回
る除却ペースを目標にスピード
アップ

【速効対策】
速効対策踏切約1,200箇所に対して、平成22年度までに全て対策を
実施

歩道が狭隘な踏切
645箇所 歩行者ボトルネック踏切 301箇所

自動車ボトルネック踏切 538箇所

開かずの踏切
589箇所

全国の全踏切（約３万６千箇所）

緊急対策踏切の抽出（１，９６０箇所）

※開かずの踏切との重複は除く

※

※

※

【速効対策対象踏切】

約１，２００箇所
【抜本対策対象踏切】

約１，４００箇所

約500箇所

約300箇所約600箇所

約600箇所

（約２，０００箇所）

▲ 踏切交通実態総点検結果（H19.4公表）

▲ 踏切対策イメージ

下水道管路の長寿命化による道路陥没対策

「事故の未然防止」及び「ライフサイクルコストの最小化」の観点から、耐震化等の
機能向上も考慮した、長寿命化対策を含めた計画的な改築を推進
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19年度に発生した約4,700箇所の
道路陥没を対象

布設後３０年を経過すると
陥没箇所数が急増
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19年度に発生した約4,700箇所の
道路陥没を対象

布設後３０年を経過すると
陥没箇所数が急増
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陥
没
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数
（
管
路
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）

経過年数別道路陥没箇所数（全国）

管路施設を点検･調査するテレビカメラ

下水道管の更生工法の採用

プラスチック材により既存管きょの内面を被覆
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バリアフリー

・バリアフリー新法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を踏まえ、誰もが快適に生活できる都市環境の形成を図る。

日常の安全・安心の確保（２）

【交通結節点の整備イメージ】

【交通結節点の整備イメージ】

自動車滞留空間
（駅前広場の整備等）

アクセス道路（交通結節点に
直接接続する幹線道路の整備）

自動車、自転車駐車場

歩行者・自転車滞留空間
（歩行者用デッキ、歩行者通路、
エレベーター等バリアフリー施設等）

交通連携情報施設

路面電車走行空間

ペデストリアンデッキ、
交通広場

自由通路バリアフリー交通施設

基本方針におけるバリアフリー化の目標
○都市公園 ○路外駐車場
・園路及び広場 平成18年度約42％→平成22年度約45％ 平成18年度 約28%→平成22年度約40%
・駐車場平成18年度約32％→平成22年度約35％
・便所平成18年度約25％→平成22年度約30％

・基本方針に定められた都市公園におけるバリアフリー化（移動等円滑
化）の目標を達成するため、都市公園バリアフリー化緊急支援事業による
取組を進めており、高齢者、障害者等を含め、誰もが安全・安心して利用
できる公園づくりを推進

・駅前広場をはじめとする交通結節点において、鉄道事業者等関係者が
行う施設整備と連携して、交通結節点改善事業や都市交通システム整備
事業等によりバリアフリー化を推進

公園におけるバリアフリー化 交通結節点のバリアフリー化
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・主務大臣が、関係都道府県知事の意見をきいて次の区域を
指定
・地滑り区域
・これに隣接する地域のうち地すべりを助長・誘発する地域
もしくは助長・誘発するおそれの極めて大きい地域

・国土交通大臣又は都道府県知事が都市部を流れる河川の流域
において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、
かつ河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展によ
り困難な地域について指定
・浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策
定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透
を著しく妨げる行為の許可その他の措置を定める

・国土交通大臣が砂防設備を要する土地又は治水上砂防の為一
定の行為を禁止若しくは制限すべき土地を指定
・禁止又は制限行為は、都道府県知事が定めるが、他の都道府
県の利益を保全するため必要となるかまたはその利害関係が
一都道府県にとどまらない場合は国土交通大臣が定める。

２－３．災害の危険のある地域に対する開発制限等

・災害の危険のある地域に対して、法制度において開発制限等が定められている。

建築基準法39条

災害危険区域

宅地造成等規制法３条

宅地造成工事規制区域

・都道府県知事が、次の区域を指定
・宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を
生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域
・宅地造成に伴い土砂災害の生じるおそれのある区域
・宅地造成の工事は都道府県知事の許可が必要

宅地造成等規制法20条

造成宅地防災区域

急傾斜崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律3条

・都道府県知事又は指定都市、中核市、特例市の市長が宅地造
成に伴い土砂災害の生じるおそれのある区域を指定
・宅地造成の工事は都道府県知事の許可が必要

・地方公共団体が条例で、災害危険の著しい区域の指定、居住
用建築物の禁止等災害の防止上必要なものを定める

・都道府県知事が崩壊のおそれのある急傾斜地・隣接地を指定
・次の行為は都道府県知事の許可が必要
・水の放流・停滞／切・盛土、掘削等／工作物の設置・改造
／土石の採取・集積等

特定都市河川浸水被害対策法3条・4条

地すべり防止区域

砂防法2条・4条

砂防指定地

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律法6条

土砂災害警戒区域

・都道府県知事が、土砂災害を防止するために警戒避難体制を
特に整備すべき区域を指定

特定都市河川流域

地すべり等防止法3条

・都道府県知事が、土砂災害警戒区域の内、急傾斜地の
崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に著しい
被害が発するおそれのある区域で開発行為の制限および
居室を有する建築物の構造規制が必要な区域を定める

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律法8条
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